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鳥取県知事 平 井 伸 冶

島根原子力発電所１号機の営業運転終了に伴う安全確保について

島根原子力発電所１号機の営業運転の終了に当たり、今後の廃止措置を憂慮して下

記のとおり申し入れます。貴社の誠意ある対応を求めます。

記

１ 廃止措置に係る安全確保については、長期にわたる廃止措置が安全を最優先とし

て行われるよう、引き続き厳正に安全確保を最優先に取り組むこと。

２ 廃止措置については、安全対策をはじめとし実効性のあるものにすること。また、

使用済み核燃料の取扱い及び廃止措置に伴って発生する廃棄物の処理・処分につい

て、具体的にするとともに、安全対策をはじめ地元自治体の理解を得ること。

３ 原子炉等規制法に基づく廃炉に向けての一連の手続きに際しては、本県、米子市

及び境港市に対して安全協定に基づく報告を行うことを始め、安全を第一義として

十分に協議を行い立地自治体と同様に対応すること。

４ 廃止措置が終了するまでの間について、鳥取県、米子市及び境港市が行う安全対

策及び防災対策について、事業者としての役割を積極的に果たすこと。

５ 現在協議中の安全協定について、立地自治体と安全協定の内容に差が設けられて

いる現状は、貴社の対応自体にも差が生じるのではないかとの懸念を残すものであ

り、立地自治体と同等の内容に改定すること。


